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提出された意見および意見に対する考え方について 

九州運輸局 鉄道部 計画課 

○案件番号：155260809 

○案の公示日：令和８年５月１１日 

○公募案件名：鹿児島市交通局の軌道事業の旅客運賃上限変更認可申請に関する意見募集について 

○意見募集期間：令和８年５月１１日～令和８年５月２５日 

○提出意見数：１３件 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

１ 値上げする場合は、接近案内の代替（スマホが無くても一目で分

かりやすいもの）などの設備投資の案やバス事業の赤字の改善案

を出して頂きたいです。宇宿や谷山など何故赤字なのでしょう

か。 

 いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

この度の市電の運賃改定につきましては、市電の安全かつ安定的

な運行を維持するとともに、サービスを安定して提供し続けるた

め、施設・設備の整備や必要な人員の確保の取組のための財源確

保策として実施するものでございます。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

２ 輸送の安全を担保するためにも運賃値上げは必要だと思う。 

だが、上げ幅が 30 円しかないのは疑問である。なぜなら谷山と天

文館の間の運賃が、バスの場合は 360円と、市電と 160円もの差が

あるからである。 

消費税分を除いて、昭和 60 年を最後に運賃値上げをしてこなかっ

たのが異常であるし、200 円でも輸送の安全を担保できるのでしょ

うか？ 

この際思い切って、市営バスと同額の230円にしても良いのではな

いでしょうか。 

無理に運賃を安くしようとした結果、2016 年に発生した長野県軽

井沢スキーバス事故や、最近では北陸高校の部活遠征バス事故と

いった悲惨な事故が起こらないよう、行政側（九州運輸局）も事

業者の運賃値上げの要請を安易に却下しないよう、宜しくお願い

します。 

本申請は軌道法１１条１項に基づいて収入と原価を審査し、上限

運賃による総収入が総括原価を超えないことを確認のうえ認可し

ました。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

今回の改定額につきましては、本市の軌道事業の財政見通しにおけ

る経常損益の黒字化や、他都市の状況を踏まえて決定したところでご

ざいます。今後におきましても、毎年度の収支や資金状況等を踏まえ、

経費節減策や増収対策を講じながら、中長期的に安定した事業運営を

目指してまいります。 

 

  



提出された意見および意見に対する考え方について（4/15） 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

３ ・通学に関しては小児、大人共に値上げなし、もしくは1ヶ月あた

り 4、500 円程度の値上げ 

・通勤大人は 1ヶ月あたり 1000 円弱程度の値上げ 

 

通常運賃は大人 200円、小児 100円で良いと思います。支払いの際

の両替の手間も省けるので。 

公共交通機関の値上げは毎日利用している方にとってはかなり大

変だと思います。特に子育て世代の負担が増えるのは避けたほう

がいいのではないでしょうか。 

本申請は軌道法１１条１項に基づいて収入と原価を審査し、上限

運賃による総収入が総括原価を超えないことを確認のうえ認可し

ました。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

この度の市電の運賃改定は、市電の安全かつ安定的な運行を維持

するとともに、サービスを安定して提供し続けるため、施設・設

備の整備や必要な人員の確保の取組のための財源確保策として実

施するものであり、必要な改定であることをご理解くださいます

ようお願いいたします。 
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鹿児島市交通局の軌道事業の旅客運賃上限変更認可申請に関する意見募集について（案件番号：155260809） 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

４ 他の類似申請の見本となるほど、申請理由については異議のない

申立であるが。 

しかしながらこと＜鹿児島市交通局＞として惜しいことに、貴局

は鹿児島県鹿児島市が運営しているわけなので、この値上げが鹿

児島市民生活と鹿児島市観光にどのように影響を齎すのか。ここ

に踏み込んでいない申請理由なので片手落ち感が否めない。 

 

蓋し値上げすると鹿児島市民生活と鹿児島市観光、どちらにも悪

影響を及ぼすと当然に帰結されるが、貴局はその帰結に対してど

のような手立てを考えるのか。見解を詳述願う。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

 以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

この度の市電の運賃改定は、市電の安全かつ安定的な運行を維持

するとともに、サービスを安定して提供し続けるため、施設・設

備の整備や必要な人員の確保の取組のための財源確保策として実

施するものですが、安全で安定的な交通手段の確保は、市民生活

を支えるだけでなく、本市の観光発展にも寄与するものであり、

必要な改定であることをご理解いただきますようお願いいたしま

す。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

５ 値上げには賛同します。 

しかし、終日あれだけ混雑しているにも関わらず、赤字が発生す

るのはなぜだろうか。 

原因の1つとして、鹿児島市交通局は民間バス事業者と比較して、

運賃の割引制度が多すぎることが考えられる。 

ただでさえ安い運賃を、更に値引きすることにより、客がバスか

ら市電に流れ込みすぎて、市電車内の快適性が著しく損なわれて

います。 

これは、正規料金を支払っている客からすれば不公平感を持ちま

す。 

健常者や現役世代の負担軽減のためにも、以下の割引制度の改定

や廃止を望みます。 

 

・友愛パスの運賃無料を廃止し、一定の自己負担をさせること 

 

・2027 年 2 月から、敬老パスの自己負担が 2/3 になることを見据

えて、免許返納者の自己負担も 2/3 にすること。 

（現行のままでは、敬老パスよりも免許返納割引の方が得になる

ので、敬老パス利用者が減り、交通局の収益が下がる。なぜな

ら、敬老パス利用で正規料金分の収益が得られるが、免許返納で

は半分しか収益が得られないから。） 

 

・こども無料の日を廃止すること。 

 

・ユナイテッドホームゲーム限定市電一日乗車券の料金を400円程

度にすること。 

 

・小中学生を対象にしたチャレンジパスの料金を市電の通学定期

と同程度とすること。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

 以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

本市が実施している各種割引制度につきましては、市電・市バス

の利用促進、利便性向上を図るものでございますが、車内の混雑

等により、快適性が損なわれている点につきましては、今後改善

を図ってまいりたいと考えております。 

なお、こども無料の日やチャレンジパスにつきましては、普段は

乗車機会が少ないこども達にも市電を身近に感じてもらい、将来

にわたり市電を交通手段として選択していただくため、実施して

いるものでございます。 

また、敬老パス・友愛パス・免許返納割引は、本市が福祉施策等

として実施している事業であり、頂いたご意見につきましては、

関係部局へお伝えいたします。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

６ 値上げは必要だとしたら、利用の多い人への負担がなだらかにな

るようにしなければならないと思います。 

2015 年頃は延べ 1000 万近い利用者数が 10 年で 800 万程度まで減

少している 

高齢化、周辺人口が減少しているなどの理由が考えられるが、路

線沿線の住民が中央駅天文館と利用の多いエリアを行き来しよう

とすると博多から天神よりお金がかかるっていうのも観光県目指

すなら考えるべき問題、 

市北部の魅力が中央駅に比べ落ちてきており追加で運賃出してま

で行く理由が無い 

多く利用し維持に貢献してくれている人にはなだらかになるよう

割引を設けるべきではないかと思う。 

値上げは賛成、使うほどより大きな割引受けられるようにすべき 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

 以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

本市におきましては、市電・市バスの利用促進、利便性向上を

図り、各種定期券の販売をはじめ、乗継割引制度やクレジット

カードタッチ決済における運賃月額上限設定サービス等、利用

機会の多い方にお得にご利用いただけるサービスを実施してお

ります。今後におきましても、これらの制度の周知に努めてま

いります。 
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鹿児島市交通局の軌道事業の旅客運賃上限変更認可申請に関する意見募集について（案件番号：155260809） 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

７ 利用料金が上がったのに、利用体験がそのまま変わらないなのは

不満を感じる。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

この度の市電の運賃改定は、市電の安全かつ安定的な運行を維持

するとともに、サービスを安定して提供し続けるため、施設・設

備の整備や必要な人員の確保の取組のための財源確保策として実

施するものであり、必要な改定であることをご理解いただきます

ようお願いいたします。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

８ 敬老パス利用者の運賃があまりに安すぎる。鹿児島の高齢者の数

の多さを考えると、50 円という運賃は異常だと思う。大人と同じ

運賃にしてほしい。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

敬老パスによる割引は、本市が福祉施策として実施している事業

であり、頂いたご意見につきましては、関係部局へお伝えいたし

ます。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

９ 長年170円だったのに、こんなに物価が上がっているのに、わずか

30 円の値上げは安すぎます。 

値上げ手続きの煩雑さを考えると一度上げると次は当面上げにく

くなり、収益が急速に悪化する可能性が高いと考えます。 

長年変わらなかったことを理由に、一気に 250 円に上げるべきで

す。 

本申請は軌道法１１条１項に基づいて収入と原価を審査し、上

限運賃による総収入が総括原価を超えないことを確認のうえ認

可しました。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

今回の改定額につきましては、本市の軌道事業の財政見通しに

おける経常損益の黒字化や、他都市の状況を踏まえて決定した

ところでございます。今後におきましても、毎年度の収支や資

金状況等を踏まえ、経費節減策や増収対策を講じながら、中長

期的に安定した事業運営を目指してまいります。 
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鹿児島市交通局の軌道事業の旅客運賃上限変更認可申請に関する意見募集について（案件番号：155260809） 

11/15 

項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

１０ 運転手や整備員等の人件費上昇を踏まえれば，やむを得ない措置

であると考えます。 

 ただ，値上げをしても本数減少や利用時間短縮が続くならば，

個人として利用しない選択肢を取らざるを得ません。 

 また，バスも含めた利用促進には，バスの遅延防止(特定時間の

バス専用レーンの徹底)，市電優先の交通整理等，市交通局だけで

なく県警察の協力が欠かせないと考えます。 

 今回の値上げを契機として，県の警察や道路関連部署，国との

連携を都度市民に報告し，交通事業の継続を希望いたします。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

 以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

今後とも関係部署と連携をしながら、遅延防止等の対策も講じつ

つ、安定的な経営を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提出された意見および意見に対する考え方について（12/15） 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

１１ 消費税増税に伴う値上げを除けば、３０年以上運賃を維持してき

たのはむしろ驚異的であるので、今回の値上げ自体は理解でき

る。 

 

ただ、値上げをするならば全国交通系 IC カードを導入してほし

い。 

全国の路面電車の中で、全国交通系 IC カードを導入する計画すら

ないのは鹿児島市だけである。 

これまで独自の IC カードを貫いてきた高知は数年以内の全国交通

系 ICカード導入が決まっているし、経営難で全国交通系 ICカード

からの離脱を検討していた熊本市電も、維持に方針を転換した。 

昨年までは積み増し時に１割のプレミアムがついていた（ため、

１０カードとの互換性がない）ので、ラピカの利用を受け入れて

いたが、プレミアムが廃止された今、SUGOCA とは別に２枚持ちし

なければならない面倒さだけが残っている。 

均一運賃であれば、簡易型端末（チャージ・定期券利用不可）で

も全国交通系 IC カードに対応させやすいので、何とか導入できな

いだろうか。 

このままの状態が続くのは、鹿児島市の観光地としての魅力を減

殺することにもなると考える。 

クレジットカードタッチ決済は、未成年者やお年寄りには利用し

づらいので、代替策とは言い難い。 

国におかれても、全国交通系 IC カード導入にあたって費用補助な

どをお願いしたい。 

本申請は軌道法１１条１項に基づいて収入と原価を審査し、上

限運賃による総収入が総括原価を超えないことを確認のうえ認

可しました。 

全国系 IC カード導入にあたっての費用補助に関しては、今後の

鉄道行政の参考とさせていただきます。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

全国交通系ＩＣカードの導入につきましては、これまでも他都

市における実施状況の調査やカード事業者からの情報収集等を

行いながら、検討してまいりましたが、厳しい経営状況の中、

システムの導入や機器更新等に多額の経費を要することが見込

まれる等、費用対効果の面での課題や、現在運用している地域

ＩＣカード「ラピカ」について、相互利用をしている市内の他

の交通事業者との調整が必要であること等を踏まえ、総合的に

検討していく必要があると考えております。 

 なお、１０％のプレミアムは廃止しましたが、利用に応じた

ポイント付与や市電・市バス間の乗継割引等、ラピカ独自のサ

ービスを引き続き実施しているところでございます。 

また、クレジットカードタッチ決済は、審査等が不要なプリペ

イド式のクレジットカードが利用可能となっておりますので、

今後周知を図ってまいります。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

１２ A.6 カ月定期を新規設定する方針はあるか？ 

B.敬老パスの積み増し料金を据え置く理由は？ 

C.夏休み子ども乗車券…高校生向けにも販売したらどうか？ 

D.IC カード回数乗車券は、なぜ発売額が 3,000 円なのか？ 

E.J2 復帰とその先を目指す鹿児島ユナイテッドの支援に今後も期

待。 

いただいた意見につきましては申請者にお伝えしました。 

以下、申請者から寄せられた回答です。 

 

A：６カ月定期券につきましては、定期券の紛失時のリスクやモバ

イル定期券の導入により窓口に行かずにスマホで購入が可能とな

ったことなどから、現時点では新規設定の考えはございません。 

B：敬老パスにつきましては、利用者負担額の決済を行うため、利

用にあたっては別途積み増しが必要となりますが、千円単位での

積み増しで、積み増し額と同額を運賃（本人負担額）の支払いに

利用できます。なお、運賃の利用者負担額は、普通運賃（大人）

の１／３（切り捨て）としており、運賃改定に伴い５０円から６

０円に変更になります。 

C：「夏休み子ども乗車券（チャレンジパス）」につきましては、

普段は乗車機会が少ないこども達にも市電を身近に感じてもら

い、将来にわたり市電を交通手段として選択していただくため、

実施しているものです。高校生を対象とした販売は、令和３年度

をもって終了しており、理由としては、定期券利用から、より安

価な「夏休み子ども乗車券」への買替えが多く、また定期券未利

用者においても購入目的が通学としている割合が多く、新たな需

要の掘り起こしに繋がっているとはいえなかったことからで、今

後においても販売は考えておりません。 

D：IC カード回数乗車券（ラピカ）の発売額は、導入当時にラピカ

グループ（鹿児島市交通局・南国交通・ＪＲ九州バス）で協議し

決定したもので、内訳としては回数乗車券が2,500円、デポジット

が 500 円となっております。 

E：市電の利用促進に向けて、今後とも同団体との連携を図ってま

いります。 
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項番 提出された意見（原文ママ） 意見に対する考え方 

１３ 今回の鹿児島市電運賃の値上げは認めるべきではない。なぜなら

ば、鹿児島市交通局はこれまで収支改善の努力を怠っていたから

である。 

まず第一に、SUGOCA・Suica・ICOCA 等の全国交通系 IC カード(以

降「10 カード」と表記)を導入せずに独自 IC カード(Rapica)を頑

なに維持しているためである。10 カードが利用できないというの

は、特に鹿児島県外からの利用者にとってそれだけで公共交通機

関を利用しない理由になりうる。市電やバスでの現金払いは慣れ

ない都市部からの旅行者には非常にハードルが高く、それならば

高くてもタクシーの方がマシとなってしまう。また JR 九州では

SUGOCA が使えるのだから、10 カードに切り替えれば「JR 沿線から

鹿児島中央駅に通勤通学する乗客が、天文館などの市電沿線に足

を伸ばす」強力な動機付けとなるが、それを怠っているために潜

在需要を眠らせたまま放置している。 

最近クレジットカードのタッチ決済こそ導入したものの、クレジ

ットカードは未成年者は所有できず、社会的信用の低い非正規労

働者や高齢者も持ちにくい。あくまでも海外旅行客向けの補完的

手段と考えるべきだ。実際、熊本のバス会社で 10 カード廃止がな

されて同様の意見が多数出た。 

そもそも市電への 10 カード導入の要望や意見は数年前から強く出

されているが、鹿児島市交通局はそれを敢えて無視してきた。ゆ

えに、鹿児島市交通局は 10 カードを導入していない、しかも

Rapica の装置は老朽化しているのに機器更新時の 10 カード切り替

えを検討すらしていない時点で経営努力を怠っていると断言して

よい。 

第二に、平成 20 年代前半に一部の民営バス会社が市電や市営バス

と競合する路線を交通局より安くし、バス車体に「官より民です 

赤字補填はありません 頑張ります」などと明らかに鹿児島市交通

局を煽るようなスローガンを掲げて乗客を自社に誘導していたに

本申請は軌道法１１条１項に基づいて収入と原価を審査し、上

限運賃による総収入が総括原価を超えないことを確認のうえ認

可しました。 

いただいた意見に関しては申請者にお伝えしました。 
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も関わらず、鹿児島市交通局は市電の運賃を民営バスに合わせる

といった経営努力を一切行わなかった。これも鹿児島市交通局の

明確かつ重大な怠惰と言ってよい。 

第三に、最近の鹿児島市交通局は明らかに自ら乗客を切り捨てて

減らすような、経営努力と真逆の改悪を繰り返している。最近で

は市バスの 11 番線を朝を除いて系統分断をし、それまでバス 1 本

で行けていたところをバス→市電→バスと2回もの乗り換えが必要

になってしまった。これでは市電・市バスを利用したいと考える

人は減るであろう。 

これらの事実を考慮すれば、鹿児島市交通局が申請書に書いた経

営健全化は実行されないか、されたとしても市電の減便といった

乗客を遠ざける「改悪」しか実施されないであろう。 

鹿児島市交通局に猛省を促す意味で、鹿児島市電の運賃値上げは

却下すべきである。最低でも「Rapica を廃止して 10 カードを導入

する」「これ以上の減便は一切行わない」の2点を値上げ許可の絶

対条件とするべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


